
研修認定薬剤師制度の実施要領　改定内容

改定前 改定後

４　研修の単位基準

（１）集合研修 （１）集合研修
　９０分を１単位とし、１日４単位を上限とする。ただし、学会等で複
数日にわたって行われる研修については、２日間６単位、３日間９
単位を上限とする。

　９０分を１単位とし、１日４単位を上限とする。ただし、学会等で複
数日にわたって行われる研修については、２日間６単位、３日間９
単位を上限とする。

　なお、研修会の講師には、参加単位のほかに1単位を付加する。
ただし、学会発表については除く。

なお、研修会の講師には、参加単位のほかに1単位を付加する。
ただし、学会発表については除く。
また、本制度以外の特定の資格取得を目的とする受講者のみを

対象とする研修については、単位は交付しない。

（２）実習研修 （２）実習研修
　実習研修の単位基準は、2時間につき1単位とする。 実習研修の単位基準は、2時間につき1単位とする。

ただし、本制度以外の特定の資格取得を目的とする受講者のみ
を対象とする実習研修については、単位は交付しない。

（３）グループ研修 （３）グループ研修
　グループ研修の単位基準は、２時間につき１単位とする。なお、研
修時間の積算を認める。

グループ研修の単位基準は、２時間につき１単位とする。なお、研
修時間の積算を認める。

（４）通信講座研修 （４）通信講座研修
　通信講座研修の単位基準は、予め提出された資料（実施細則で
定める。）に基づき、研修センターが決定する。ただし、上限を15単
位とする。

　通信講座研修の単位基準は、予め提出された資料（実施細則で
定める。）に基づき、研修センターが決定する。ただし、上限を15単
位とする。

（５）特定講座研修 （５）特定講座研修
　特定講座研修の単位基準は、予め提出された資料（実施細則で
定める。）に基づき、別途特定講座研修に関する規定により研修セ
ンターが決定する。ただし、単位基準の上限は20単位とし、実習を
伴う場合は、別途その実習に対する単位を交付し、その上限は５単
位とする。

特定講座研修の単位基準は、予め提出された資料（実施細則で
定める。）に基づき、別途特定講座研修に関する規定により研修セ
ンターが決定する。ただし、単位基準の上限は20単位とし、実習を
伴う場合は、別途その実習に対する単位を交付し、その上限は５単
位とする。

（６）インターネット研修 （６）インターネット研修
　インターネット研修の単位基準は、予め提出された資料（実施細
則で定める。）に基づき、別途インターネット研修に関する規定によ
り研修センターが決定する。原則として９０分１単位とする。

インターネット研修の単位基準は、予め提出された資料（実施細
則で定める。）に基づき、別途インターネット研修に関する規定によ
り研修センターが決定する。原則として９０分１単位とする。

（７）自己研修 （７）自己研修
　自己研修の単位基準は、４時間につき１単位とする。なお、研修
時間の積算を認める。

自己研修の単位基準は、４時間につき１単位とする。なお、研修
時間の積算を認める。
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